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計画の方向性

共に暮らし、共に助け合い、
一人ひとりが輝けるまちづくり

◆地域ケア会議等、地域課題の解決　
に向けた組織体制を強化します。
◆地域の見守り・相談体制の強化を　
行います。

1

健康で生きがいを持ち、自立した生活を
送るための活動と支援

◆各種検診等の予防事業を継続し、住民主体の通いの
場などの立ち上げ支援を行います。

2

心身や暮らしの状況に配慮した
サービスや医療の提供

◆切れ目のない在宅医療と介護の連携
強化を図ります。
◆国の認知症施策推進大綱に基づき、
認知症施策の取り組みを強化します。

3

2040年を見据え、
安心して介護できる環境づくり

◆比較的低負担で利用できる「特別養護老人ホーム」
を整備します。
◆在宅介護推進として、「泊まり・通い・訪問・看護」
など、複合的なサービスを提供する施設や認知症対
応型共同生活介護（グループホーム）を整
備します。
◆災害や感染症対策に係る体制整備を進めま
す。
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計画期間中（令和 3～ 5年）の
介護保険料は？

　介護保険制度では、3年ごとに介護サービスに係る費用
の見込みを基に、介護保険料の見直しが行われます。
　第8期計画期間中（令和3～ 5年）の65歳以上の方の介
護保険料基準額は、第7期計画期間（平成29～令和2年）
の据え置きとなる、月額5,890円（年額7万680円） です。

計画の詳細は？

　市ホームページに第8期計画
の全文を掲載していますので、
ご覧ください。
※�二次元コードまたは
「介護保険事業計画」
で検索
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